
 

 

 

生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）（案） 

 

令和 ５年１０月１８日 

（名称）雄武町地域公共交通活性化協議会 

（代表者名）会長 雄武町副町長 佐々木幸博 印 
 

１．生活交通改善事業計画の名称 

 雄武町生活交通改善事業計画 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

 雄武町の人口に占める要介護・要支援者の割合は、下表のとおり年々増加傾向で推移して

いる。令和５年３月３１日現在、４，１６２人の人口に対して２９８人の方が認定を受けて

おり（７．２％）、この割合は今後も高い数値で推移していくことが予想される。 

 そこで、要介護者などの高齢者等が地域生活を送るうえで、公共交通を利用できる環境を

整備することは欠かせない状況となっており、特に「ドア・トゥー・ドア」の唯一の公共交

通機関であるタクシーのバリアフリーを推進していくことは、高齢者等移動困難者の外出を

支える取り組みとして重要な役割を果たすものと考えられる。 

 以上の状況から、移動困難者のニーズに応えられる福祉タクシーを積極的に導入すること

が必要となっている。 

 

■雄武町の人口に占める要介護・要支援認定割合の推移（各年３月３１日現在） 

区分 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

認定者数(人) ２８５ ２９３ ３０９ ３１０ ２９８ 

人  口(人) ４，４２７ ４，４３４ ４，３２８ ４，１９６ ４，１６２ 

認定割合(％) ６．４ ６．６ ７．１ ７．４ ７．２ 

  
３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

 今後の需要を見込み、福祉タクシー車両の増加を図る。 

（２）事業の効果 

 福祉タクシー車両が増加することにより、要介護者などの高齢者等の外出機会が増加し、

また、通院等に利用しやすくなるため、通院患者等の利便性が向上する。 

 

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

（内容）※具体的に記載すること。 

  

・福祉タクシーの導入 

  スロープ付 １台 （有）北翔交通 

 

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

 

（有）北翔交通  身体・知的 各１割  精神 設定なし 

資料５ 



 

（実施事業者（補助対象事業者）における特定地域での減休車の状況について ※特定地域

外の事業者及び福祉限定事業者は記載不要 

 ※特定地域外 

（２）関連事項（以下、〈 〉内の事業に該当する場合に記載） 

〈バス車両の導入に係る事業〉 

 ※該当なし 

〈福祉タクシー車両・共同配車センターに係る事業〉 

（※全国的にみて地域の独自性があると考える事業内容を記載。ただし、以下の事業に該当

する場合は必ず記載） 

 ※特になし 

〈バスターミナルに係る事業〉 

※該当なし 

 

５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

５年度（当該年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

福祉タクシ

ーの導入 
（スロープ付） 

3,100千円 500千円 千円 千円 2,600千円 

100％ 16.1％ ％ ％ 83.9％ 

 
千円 千円 千円 千円 千円 

％ ％ ％ ％ ％ 

合 計 
3,100千円 500千円 千円 千円 2,600千円 

100％ 16.1％ ％ ％ 83.9％ 

※総事業費については見込み額を記載。 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 

 

６年度（翌年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

 
千円 千円 千円 千円 千円 

１００％ ％ ％ ％ ％ 

 
千円 千円 千円 千円 千円 

１００％ ％ ％ ％ ％ 

合 計 
千円 千円 千円 千円 千円 

１００％ ％ ％ ％ ％ 



 

※総事業費については見込み額を記載 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 

 

６．計画期間 

 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 
事業の名称 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

4 月   9 月  12 月  3 月 4 月   9 月  12 月   3月 4 月  9月  12月  3月 

福祉タクシーの

導入 

（スロープ付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

７．協議会の開催状況と主な議論  

・令和５年１０月１８日：第１回雄武町地域公共交通活性化協議会で事業内容について 

協議 

 （協議が整った日：令和５年１０月１８日） 

 

８．利用者等の意見の反映 

 協議会には、各種団体等から利用者及び住民の代表が参加しており、協議会での議論を

反映して計画を策定した。 

  

 

９．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 北海道オホーツク総合振興局地域創生部地域政策課 

関係市区町村 

雄武町財務企画課（事務局） 

雄武町福祉給付課 

雄武町教育振興課 

雄武町産業振興課 

交通事業者・交通

施設管理者等 

北紋バス株式会社 

宗谷バス株式会社 

第一ハイヤー株式会社 

有限会社北翔交通 

雄武ノースクリエート事業協同組合 

北海道開発局網走開発建設部興部道路事務所 

北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部地域調整課 

雄武町建設課 

北海道警察北見方面興部警察署 

地方運輸局 北海道運輸局北見運輸支局 

交付決定日以降着手

 
3月 31日完了 

１台 



 

その他協議会が必

要と認める者 

私鉄総連北海道労働組合北紋バス支部 

雄武町自治会連合会 

沢木自治会 

魚田自治会 

幌内自治会 

雄武町老人クラブ連合会 

雄武町ＰＴＡ連合会 

雄武町商工会 

ＮＰＯ法人雄武町観光協会 

雄武町社会福祉協議会 

ＮＰＯ法人まちづくり支援センター（アドバイザー） 

 

 
■注意事項 

・総合連携計画等の既存の計画を活用する場合は、上記の事項について記載のある計画をそ

のまま活用することでもよい。ただし、記載されていない事項については追記すること。 

 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所）北海道紋別郡雄武町字雄武 700番地 

（所 属）雄武町財務企画課         

（氏 名）大水寛仁             

（電 話）0158-84-2121           

（e-mail）kikaku@town.oumu.hokkaido.jp     

mailto:kikaku@town.oumu.hokkaido.jp

